
2018年 6月
お客さま各位

                 西日本シティ銀行 

「当座勘定規定」の一部改定について 

平成 30年 10月 9日からの「全銀システムの稼動時間拡大」により、他行振込における 24時間 365
日の即時入金が実現します。これに伴い、当行では当座預金勘定への振込における即時入金の開始に

あたり、『当座勘定規定』の一部を以下のとおり改定いたします。 

  なお、この取扱いは、既にお取引いただいているお客さまにも適用されます。 

  新規定をご希望のお客さまは、窓口までお申し付けください。 

記 

１．改定日

平成 30年 8月 6日（月）

２．改定内容

 （1）第 9条 支払の範囲
  （2）第 29条 規定の変更 追加

   当座勘定規定（一般当座・個人当座共通）

                                           以上

改 定 前 改 定 後 

第 9条（支払の範囲）
（1）呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定

の支払資金をこえる場合には、当行はその支

払義務を負いません。

（2）手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第 9条（支払の範囲）
（1）同左

（2）呈示された手形、小切手は呈示日の 15時まで
に当座勘定に受入れまたは振込された資金

により支払います。なお、万一、15 時以降
に入金した資金を支払いに充当したとして

も当行は責任を負わないものとします。

（3）手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第 29条（規定の変更） 追加
（1）この規定は、金融情勢の変化その他相当の事

由がある場合には、変更することがありま

す。

（2）この規定の内容については、契約者に通知す
ることなく変更できるものとします。当行が

変更内容を契約者に通知する場合は、ホーム

ページへの掲示、その他当行の定める方法に

より行います。なお、変更日以降は変更後の

規定により取扱うものとします。


